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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第62期

第２四半期
連結累計期間

第63期
第２四半期
連結累計期間

第62期

会計期間
自 平成26年４月１日
至 平成26年９月30日

自 平成27年４月１日
至 平成27年９月30日

自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日

売上高 （百万円） 12,634 11,716 27,203

経常利益又は経常損失（△） （百万円） 487 △22 884

親会社株主に帰属する四半期（当

期）純利益
（百万円） 297 83 515

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 482 201 868

純資産額 （百万円） 9,833 10,305 10,239

総資産額 （百万円） 18,994 18,876 20,421

１株当たり四半期（当期）純利益 （円） 23.31 6.42 40.26

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益
（円） － － －

自己資本比率 （％） 51.8 54.6 50.1

営業活動によるキャッシュ・フ

ロー
（百万円） 430 △333 1,074

投資活動によるキャッシュ・フ

ロー
（百万円） △572 △469 △1,056

財務活動によるキャッシュ・フ

ロー
（百万円） △257 △68 △243

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高
（百万円） 2,417 1,720 2,591

 

回次
第62期

第２四半期
連結会計期間

第63期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成26年７月１日
至 平成26年９月30日

自 平成27年７月１日
至 平成27年９月30日

１株当たり四半期純利益 （円） 9.59 2.09

（注）１　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して

おりません。

２　売上高には、消費税等は含まれておりません。

３　「１株当たり四半期（当期）純利益」の算定上の基礎となる自己株式数には、資産管理サービス信託銀行株式

会社（信託口）が所有する当社株式を含めております。

４　潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

５　「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日）等を適用し、第１四半期連結累計

期間より、「四半期（当期）純利益」を「親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益」としております。
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２【事業の内容】

当第２四半期連結累計期間において、当社及び当社の関係会社が営む事業の内容について、重要な変更はありませ

ん。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第２四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

 

２【経営上の重要な契約等】

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　当第１四半期連結累計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日）等

を適用し、「四半期純利益」を「親会社株主に帰属する四半期純利益」としております。

 

（1）業績の状況

当社グループにおける当第２四半期連結累計期間の受注につきましては、総合設備工事の受注が減少したことに

より、受注高は148億３千９百万円（前年同期比87.3％）となりました。

連結経営成績につきましては、総合設備工事の完成工事が増加したものの情報電気通信工事の完成工事が減少し

たことにより、売上高は117億１千６百万円（前年同期比92.7％）となりました。また、利益につきましては、情

報電気通信工事の原価率の上昇や販売費及び一般管理費の増加などにより、営業損失は１億１千２百万円（前年同

期は営業利益３億６千万円）、経常損失は２千２百万円（前年同期は経常利益４億８千７百万円）となりました

が、親会社株主に帰属する四半期純利益は固定資産の売却による特別利益の計上があり８千３百万円（前年同期比

27.9％）となりました。

セグメントの業績につきましては、以下のとおりであります。

 

（情報電気通信事業）

情報電気通信事業につきましては、当第２四半期連結累計期間の売上高は73億２千９百万円（前年同期比

88.0％）となりました。また、営業利益は４億６千６百万円（前年同期比51.4％）となりました。

 

（総合設備事業）

総合設備事業につきましては、当第２四半期連結累計期間の売上高は28億３千２百万円（前年同期比103.9％）

となりました。また、営業利益は３千６百万円（前年同期比124.0％）となりました。

 

（その他）

その他につきましては、当第２四半期連結累計期間の売上高は15億５千４百万円（前年同期比98.6％）となりま

した。また、営業損失は９千１百万円（前年同期は営業損失２千５百万円）となりました。
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（2）キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結累計期間における連結キャッシュ・フローは次のとおりであります。

現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ８億７千１百万円減少し、17億２千

万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果使用した資金は３億３千３百万円（前年同期は４億３千万円の獲得）となりました。主な増加の

内訳は、売上債権の減少額16億１千万円（前年同期は18億５千７百万円の減少）及びその他のたな卸資産の減少額

１億９千２百万円（前年同期は３億２千３百万円の減少）、主な減少の内訳は、仕入債務の減少額12億６千２百万

円（前年同期は12億３千２百万円の減少）及び未成工事支出金の増加額６億２百万円（前年同期は７億６千万円の

増加）であります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は４億６千９百万円（前年同期は５億７千２百万円の使用）となりました。主な増

加の内訳は、有形固定資産の売却による収入７億３千万円（前年同期は１億１千９百万円の収入）、主な減少の内

訳は、有形固定資産の取得による支出11億５千４百万円（前年同期は５億７千９百万円の支出）であります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果減少した資金は６千８百万円（前年同期は２億５千７百万円の減少）となりました。主な増加の

内訳は、短期借入金の増加額８千万円（前年同期は１億１千万円の減少）、主な減少の内訳は、配当金の支払額１

億５千５百万円（前年同期は１億２千９百万円の支払）であります。

 

（3）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

（4）研究開発活動

当第２四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、15百万円であります。

なお、当第２四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

 

（5）主要な設備

新設、休止、大規模改修、除却、売却等について、当第２四半期連結累計期間に著しい変動があったものは、次

のとおりであります。

売却

会社名
事業所名

所在地
セグメント
の名称

設備の内容
帳簿価額
（百万円）

売却年月
売却による
減少能力

当社
遊休資産

鹿児島県
鹿児島市

全社 土地 256 平成27.4 －
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 48,400,000

計 48,400,000

 

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末現在発行数（株）

（平成27年９月30日）
提出日現在発行数（株）
（平成27年11月９日）

上場金融商品取
引所名又は登録
認可金融商品取
引業協会名

内容

普通株式 13,100,000 13,100,000

東京証券取引所

（市場第二部）

福岡証券取引所

単元株式数1,000株

計 13,100,000 13,100,000 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高

（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金
増減額
（百万円）

資本準備金
残高
（百万円）

平成27年７月１日～

平成27年９月30日
－ 13,100,000 － 801 － 560
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（６）【大株主の状況】

  平成27年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

ＳＹＳＫＥＮ従業員持株会 熊本市中央区萩原町14－45 1,149 8.77

第一生命保険株式会社 東京都千代田区有楽町１－13－１ 1,001 7.64

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内１－６－６ 792 6.04

株式会社肥後銀行 熊本市中央区練兵町１ 598 4.57

みずほ信託銀行株式会社 東京都中央区八重洲１－２－１ 435 3.32

住友生命保険相互会社 東京都中央区築地７－18－24 403 3.07

西部電気工業株式会社 福岡市博多区博多駅東３－７－１ 281 2.14

株式会社ミライト・テクノロジーズ 大阪市西区江戸堀３－３－15 260 1.98

株式会社りそな銀行 大阪市中央区備後町２－２－１ 259 1.97

西通建協力企業持株会 熊本市中央区萩原町14－45 226 1.73

計 － 5,406 41.27
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成27年９月30日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）

（自己保有株式）

普通株式

102,000
－ 単元株式数1,000株

（相互保有株式）

普通株式

38,000

完全議決権株式（その他）
普通株式

12,891,000
12,891 同上

単元未満株式
普通株式

69,000
－ １単元（1,000株）未満の株式

発行済株式総数 13,100,000 － －

総株主の議決権 － 12,891 －

（注）１　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式671株が含まれております。

２　第１四半期連結会計期間末日現在で、会計上の自己株式と認識しておりました資産管理サービス信託銀行株式

会社（信託口）（以下、「信託口」）所有の当社株式は、当第２四半期連結会計期間末日現在では、すべて売

却されております。

 

②【自己株式等】

平成27年９月30日現在
 

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

（自己保有株式）      

株式会社ＳＹＳＫ

ＥＮ

熊本市中央区萩原町

14－45
102,000 － 102,000 0.77

（相互保有株式）      

九州電機工業株式

会社

熊本市北区大窪

２－８－22
33,000 － 33,000 0.25

（相互保有株式）      

九州通信産業株式

会社

熊本市北区四方寄町

1291
5,000 － 5,000 0.03

計 － 140,000 － 140,000 1.06

（注）第１四半期連結会計期間末日現在で、会計上の自己株式と認識しておりました信託口所有の当社株式は、当第２四

半期連結会計期間末日現在では、すべて売却されております。
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２【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に準拠して作成し、「建設業法施行規則」（昭和24年建設省令第14号）に準じて記載しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（平成27年７月１日から平

成27年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成27年４月１日から平成27年９月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(平成27年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成27年９月30日)

資産の部   

流動資産   

現金預金 2,991 2,131

受取手形・完成工事未収入金等 5,533 3,923

商品 99 81

未成工事支出金 972 1,575

材料貯蔵品 376 204

その他 315 388

貸倒引当金 △10 △12

流動資産合計 10,279 8,292

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物（純額） 1,540 2,878

機械、運搬具及び工具器具備品（純額） 274 340

土地 3,169 2,816

建設仮勘定 710 22

その他（純額） 38 31

有形固定資産合計 5,733 6,089

無形固定資産 248 240

投資その他の資産   

投資有価証券 3,857 3,999

その他 313 261

貸倒引当金 △10 △7

投資その他の資産合計 4,159 4,253

固定資産合計 10,141 10,584

資産合計 20,421 18,876

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 3,631 2,361

短期借入金 3,394 3,470

未払法人税等 81 119

賞与引当金 276 287

完成工事補償引当金 9 2

工事損失引当金 21 －

その他 903 618

流動負債合計 8,318 6,858

固定負債   

長期借入金 0 －

退職給付に係る負債 1,608 1,488

その他 255 224

固定負債合計 1,863 1,712

負債合計 10,182 8,571
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  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(平成27年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成27年９月30日)

純資産の部   

株主資本   

資本金 801 801

資本剰余金 562 562

利益剰余金 8,694 8,621

自己株式 △52 △32

株主資本合計 10,005 9,952

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 611 705

退職給付に係る調整累計額 △377 △352

その他の包括利益累計額合計 233 352

純資産合計 10,239 10,305

負債純資産合計 20,421 18,876
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第２四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成27年４月１日
　至　平成27年９月30日)

売上高 12,634 11,716

売上原価 11,077 10,590

売上総利益 1,557 1,125

販売費及び一般管理費 ※ 1,196 ※ 1,238

営業利益又は営業損失（△） 360 △112

営業外収益   

受取利息 1 0

受取配当金 25 28

持分法による投資利益 34 15

受取賃貸料 33 29

その他 49 29

営業外収益合計 144 102

営業外費用   

支払利息 8 6

その他 8 5

営業外費用合計 17 12

経常利益又は経常損失（△） 487 △22

特別利益   

固定資産売却益 22 214

特別利益合計 22 214

特別損失   

減損損失 25 －

特別損失合計 25 －

税金等調整前四半期純利益 484 191

法人税等 187 108

四半期純利益 297 83

親会社株主に帰属する四半期純利益 297 83
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【四半期連結包括利益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第２四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成27年４月１日
　至　平成27年９月30日)

四半期純利益 297 83

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 163 94

退職給付に係る調整額 21 25

持分法適用会社に対する持分相当額 0 △1

その他の包括利益合計 185 118

四半期包括利益 482 201

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 482 201

非支配株主に係る四半期包括利益 － －

 

EDINET提出書類

株式会社ＳＹＳＫＥＮ(E00198)

四半期報告書

14/24



（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

  （単位：百万円）

 
前第２四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成27年４月１日
　至　平成27年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 484 191

減価償却費 121 185

減損損失 25 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △25 △0

賞与引当金の増減額（△は減少） △18 10

工事損失引当金の増減額（△は減少） 20 △21

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △28 △83

受取利息及び受取配当金 △26 △28

支払利息 8 6

持分法による投資損益（△は益） △34 △15

固定資産売却損益（△は益） △22 △214

売上債権の増減額（△は増加） 1,857 1,610

未成工事支出金の増減額（△は増加） △760 △602

その他のたな卸資産の増減額（△は増加） 323 192

仕入債務の増減額（△は減少） △1,232 △1,262

未払又は未収消費税等の増減額 59 △355

未成工事受入金の増減額（△は減少） △177 111

その他 51 △8

小計 625 △283

利息及び配当金の受取額 35 36

利息の支払額 △8 △6

法人税等の支払額 △222 △80

営業活動によるキャッシュ・フロー 430 △333

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △127 △86

定期預金の払戻による収入 43 75

有形固定資産の取得による支出 △579 △1,154

有形固定資産の売却による収入 119 730

無形固定資産の取得による支出 △28 △21

その他の支出 △7 △25

その他の収入 7 13

投資活動によるキャッシュ・フロー △572 △469

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △110 80

長期借入金の返済による支出 ※２ △37 ※２ △5

自己株式の売却による収入 ※２ 27 ※２ 20

配当金の支払額 △129 △155

その他 △7 △7

財務活動によるキャッシュ・フロー △257 △68
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  （単位：百万円）

 
前第２四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成27年４月１日
　至　平成27年９月30日)

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △399 △871

現金及び現金同等物の期首残高 2,816 2,591

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１ 2,417 ※１ 1,720
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【注記事項】

（会計方針の変更等）

（企業結合に関する会計基準等の適用）

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日。以下「企業結合会計基準」とい

う。）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成25年９月13日。以下「連結会計基準」とい

う。）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号　平成25年９月13日。以下「事業分離等会計基

準」という。）等を第１四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動

による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法

に変更しております。また、第１四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理

の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財務諸表に反映させ

る方法に変更しております。加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の

変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第２四半期連結累計期間及び前連結会計年度について

は、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。

企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項(4)、連結会計基準第44－５項(4)及び事業分

離等会計基準第57－４項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、第１四半期連結会計期間の期首時点から将来に

わたって適用しております。

これによる損益に与える影響はありません。

 

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

（税金費用の計算）

税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用

後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。
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（追加情報）

（従業員持株ESOP信託）

当社は、従業員持株会であるＳＹＳＫＥＮ従業員持株会(以下、「本持株会」といいます。)に対して当社株式を安

定的に供給すること及び信託財産の管理により得た収益を従業員へ分配することを通じて、従業員の福利厚生を図

り、従業員の株価への意識や労働意欲を向上させるなど、当社の企業価値の向上を図ることを目的として、「従業員

持株会型インセンティブ・プラン（ESOP）」（以下、「本制度」といいます。）を平成23年５月30日開催の取締役会

において決議し導入いたしました。

ただし、本制度は、本持株会へ当社株式を譲渡していく目的で設立した「資産管理サービス信託銀行株式会社（信

託口）」（以下、「信託口」といいます。）が保有する当社株式を、平成27年７月をもちましてすべて売却したため

終了いたしました。

（1）取引の概要

本制度では、信託口が本信託の設定後４年間にわたり本持株会が取得する規模の株式を予め一括して取得し、

本持株会へ売却を行います。

（2）「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第30号　平成

27年３月26日）第20項を適用し、従来採用していた方法により会計処理を行っております。

（3）信託が保有する自社の株式に関する事項

① 信託における帳簿価額

前連結会計年度　20百万円　　当第２四半期連結会計期間　－百万円

② 当該自社の株式を株主資本において自己株式として計上しているか否か

信託口が保有する自社の株式は株主資本において自己株式として計上しております。

③ 期末株式数及び期中平均株式数

期末株式数　　　前連結会計年度　　　　　　 81,000株　　当第２四半期連結会計期間　　　－株

期中平均株式数　前第２四半期連結累計期間　217,429株　　当第２四半期連結累計期間　32,000株

④ ③の株式数を１株当たり情報の算出上、控除する自己株式に含めているか否か

期末株式数及び期中平均株式数は、１株当たり情報の算出上、控除する自己株式に含めております。
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（四半期連結損益計算書関係）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

 
　前第２四半期連結累計期間
（自　平成26年４月１日

　　至　平成26年９月30日）

　当第２四半期連結累計期間
（自　平成27年４月１日

　　至　平成27年９月30日）

従業員給料手当 351百万円 370百万円

賞与引当金繰入額 56 60

退職給付費用 28 27

貸倒引当金繰入額 0 3

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次の

とおりであります。

 
前第２四半期連結累計期間
（自　平成26年４月１日

至　平成26年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成27年４月１日
至　平成27年９月30日）

現金預金勘定 2,865百万円 2,131百万円

預入期間が３か月を超える定期預金 △447 △411

現金及び現金同等物 2,417 1,720

 

※２　「従業員持株会型インセンティブ・プラン（ESOP）」の導入に伴い、四半期連結キャッシュ・フロー計算書

の各項目には資産管理サービス信託銀行株式会社（信託口）（以下、「信託口」）に係るキャッシュ・フロー

が含まれております。その主な内容は、次のとおりであります。

 
前第２四半期連結累計期間
（自　平成26年４月１日

至　平成26年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成27年４月１日
至　平成27年９月30日）

信託口における長期借入金の返済による支出 △37百万円 △4百万円

信託口における持株会への自己株式の売却に

よる収入
27 20

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自平成26年４月１日　至平成26年９月30日）

配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成26年６月24日

定時株主総会
普通株式 129 10 平成26年３月31日 平成26年６月25日 利益剰余金

（注）　配当金の総額には、信託口が保有する当社株式に対する配当金２百万円が含まれております。

 

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自平成27年４月１日　至平成27年９月30日）

配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成27年６月23日

定時株主総会
普通株式 155 12 平成27年３月31日 平成27年６月24日 利益剰余金

（注）　配当金の総額には、信託口が保有する当社株式に対する配当金０百万円が含まれております。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自 平成26年４月１日　至 平成26年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

    （単位：百万円）

 報告セグメント
その他
（注）

合計
 情報電気通信事業 総合設備事業 計

売上高      

外部顧客への売上高 8,330 2,726 11,057 1,576 12,634

セグメント間の内部売上高又
は振替高

－ － － 322 322

計 8,330 2,726 11,057 1,898 12,956

セグメント利益又は損失（△） 908 29 937 △25 911

（注）　「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、通信機器・太陽光発電システム

等の商品販売事業等を含んでおります。

 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主

な内容（差異調整に関する事項）

（単位：百万円）
 

利益 金額  

報告セグメント計 937  

「その他」の区分の損失(△) △25  

セグメント間取引消去 9  

全社費用（注） △560  

四半期連結損益計算書の営業利益 360  

（注）　全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費等であります。

 

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）

報告セグメントに帰属しない事業用資産及び遊休資産について、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当

該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。

なお、当該減損損失の計上額は、当第２四半期連結累計期間においては25百万円であります。
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Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自 平成27年４月１日　至 平成27年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

    （単位：百万円）

 報告セグメント
その他
（注）

合計
 情報電気通信事業 総合設備事業 計

売上高      

外部顧客への売上高 7,329 2,832 10,161 1,554 11,716

セグメント間の内部売上高又
は振替高

－ 82 82 516 599

計 7,329 2,914 10,244 2,071 12,316

セグメント利益又は損失（△） 466 36 502 △91 410

（注）　「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、通信機器・太陽光発電システム

等の商品販売事業等を含んでおります。

 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主

な内容（差異調整に関する事項）

（単位：百万円）
 

利益 金額  

報告セグメント計 502  

「その他」の区分の損失(△) △91  

セグメント間取引消去 15  

全社費用（注） △539  

四半期連結損益計算書の営業損失(△) △112  

（注）　全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費等であります。

 

３．報告セグメントの変更等に関する事項

（企業結合に関する会計基準等の適用）

「会計方針の変更」に記載のとおり、第１四半期連結会計期間から「企業結合に関する会計基準」等を適

用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動による差額を資本剰余金として計上すると

ともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更しております。また、第１

四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の

配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財務諸表に反映させる方法に変更し

ております。

なお、当該変更によるセグメント利益に与える影響はありません。

 

４．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第２四半期連結累計期間
（自　平成26年４月１日
至　平成26年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成27年４月１日
至　平成27年９月30日）

１株当たり四半期純利益 23円31銭 6円42銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益（百万円） 297 83

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純

利益（百万円）
297 83

普通株式の期中平均株式数（千株） 12,762 12,946

（注）１　資産管理サービス信託銀行株式会社（信託口）が保有する当社株式を、「１株当たり四半期純利益」の算定

上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております（前第２四半期連結累計期間217,429

株、当第２四半期連結累計期間32,000株）。

２　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

 

２【その他】

該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

  平成27年11月６日

株式会社ＳＹＳＫＥＮ  

 取締役会　御中   

 

 有限責任監査法人トーマツ  

 

 
指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
 公認会計士 竹之内　髙司　　印

 

 
指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
 公認会計士 池田　徹　　　印

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ＳＹＳ

ＫＥＮの平成27年４月１日から平成28年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成27年７月１日から

平成27年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成27年４月１日から平成27年９月30日まで）に係る四半期連結

財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッ

シュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ＳＹＳＫＥＮ及び連結子会社の平成27年９月30日現在の財政

状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示してい

ないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

 

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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